
後期
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度

保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
2
年
に
一
度
見
直

す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
の
保
険
料
率
に
つ
い

て
、
令
和
4
年
4
月
か
ら
の
値
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
令
和
4
・
5
年
度
の
保
険
料
率

　
【
所
得
割
率
】
8
・
3
9
%

　
【
均
等
割
額
】
4
３
，
4
0
0
円

※
令
和
2
・
3
年
度
か
ら
据
え
置
き

■
保
険
料
率
の
増
加
の
要
因

・
1
人
当
た
り
の
医
療
給
付
費
の
増
加

・
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
引
き
上
げ

※ 

被
保
険
者
数
の
増
加
や
若
年
者
層

が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
11
・

41
％
か
ら
11
・
72
％
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
率
の
抑
制
の
要
因

・ 

一
定
以
上
所
得
者
の
窓
口
負
担
割

合
の
見
直
し
（
2
割
負
担
導
入
）

・
令
和
4
年
度
診
療
報
酬
の
改
定

・ 

賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
（
64
万

円
か
ら
66
万
円
に
な
り
ま
す
）

・ 

保
険
料
調
整
基
金
（
決
算
剰
余

金
）
の
活
用

※ 

新
し
い
保
険
料
率
に
よ
る
令
和
4

年
度
の
保
険
料
額
は
7
月
に
決
定

と
な
り
、
7
月
中
旬
よ
り
決
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
2
割
負
担
の
導
入

　
令
和
4
年
10
月
1
日
か
ら
、
一
定

以
上
の
所
得
が
あ
る
方
（
75
歳
以
上

の
方
）
は
、
現
役
並
み
所
得
者
（
窓

口
負
担
割
合
3
割
）
を
除
き
、
医
療

費
の
負
担
割
合
が
2
割
と
な
り
ま

す
。

　
な
お
、
世
帯
の
窓
口
負
担
割
合
が

2
割
の
対
象
と
な
る
か
は
、
主
に
次

の
基
準
で
判
定
し
、
75
歳
以
上
の
方

の
課
税
所
得
や
年
金
収
入
を
も
と

に
、
世
帯
単
位
で
判
定
し
ま
す
。

※ 

2
割
負
担
と
な
る
方
は
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
の
約
2
割
の

方
で
す
。

■
2
割
負
担
と
な
る
方
の
基
準

　
以
下
の
①
～
②
の
順
番
で
基
準
を

確
認
し
ま
す
。

① 

市
町
村
民
税
課
税
所
得
（
課
税
標

準
額
）【
※
1
】の
金
額

　
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
の
被
保
険

者
の
う
ち
、
市
町
村
民
税
課
税
所
得

（
課
税
標
準
額
）
が
最
大
の
方
の
市

町
村
民
税
課
税
所
得
（
課
税
標
準

額
）
が
28
万
円
以
上
か
ど
う
か

【
※
1
】
市
町
村
民
税
課
税
所
得

（
課
税
標
準
額
）

　
住
民
税
納
税
通
知
書
の
課
税
標
準

の
額
（
前
年
の
収
入
か
ら
給
与
所
得

控
除
や
公
的
年
金
等
控
除
、
所
得
控

除
な
ど
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
）

② 

年
金
収
入
【
※
2
】
と
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
【
※
3
】

　
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得

金
額
の
合
計
が
次
の
金
額
を
超
え
る

か
ど
う
か
（
表
1
参
照
）

【
※
2
】
年
金
収
入

　
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
は
含
み
ま

せ
ん
。

【
※
3
】
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額

　
事
業
収
入
や
給
与
収
入
等
か
ら
、

必
要
経
費
や
給
与
所
得
控
除
等
を
差

し
引
い
た
後
の
金
額

■
負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置

　
令
和
4
年
10
月
1
日
の
施
行
後
3

年
間
は
、2
割
負
担
と
な
る
方
に
対
し

て
、1
カ
月
の
外
来
医
療
の
窓
口
負

担
割
合
の
引
き
上
げ
に
伴
う
負
担
増

加
額
を
3
，0
0
0
円
ま
で
に
抑
え
ま

す
。（
入
院
の
医
療
費
は
対
象
外
）

　
配
慮
措
置
の
適
用
で
払
い
戻
し
と

な
る
方
は
、
高
額
療
養
費
と
し
て
事

前
に
登
録
さ
れ
て
い
る
口
座
へ
後
日

払
い
戻
し
ま
す
。

　
申
請
書
が
お
手
元
に
届
い
た
ら
、

申
請
書
に
記
載
の
内
容
に
沿
っ
て
口

座
の
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

書
類
は
必
ず
郵
送
で
お
届
け
し
ま
す

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

※ 

配
慮
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の

計
算
方
法
は
左
記
の
と
お
り
で

す
。（
表
2
参
照
）

（
例
）
1
カ
月
の
医
療
費
全
体
額
が

5
万
円
の
場
合
、
負
担
増
を
3
，
0

０
０
円
ま
で
に
抑
え
ま
す
。

■
そ
の
他

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
町
民
税
務
課
国
保
年

金
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

窓口負担割合１割のとき　① 5 , 0 0 0 円
窓口負担割合２割のとき　② 10 , 0 0 0円
負担増　③（②－①） 5 , 0 0 0円
窓口負担増の上限　④ 3 , 0 0 0円
払い戻し等	（③－④） 2 , 0 0 0円

世帯内の被保険者数 年金収入+その他の合計所得金額の合計
１　　　人 200万円以上

２　人　以　上 300万円以上

表２

表１　
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■
利
用
方
法
に
つ
い
て

　
協
力
機
関
の
目
印
は
、
下
記
（
イ

ラ
ス
ト
）
の
と
お
り
で
す
。
い
く
つ

か
の
店
舗
で
は
、
相
談
事
を
気
軽
に

話
し
た
り
、
就
労
訓
練
や
社
会
活
動

参
加
の
機
会
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
店
舗
ご
と
に
利
用
で
き
る

内
容
、
ル
ー
ル
、
曜
日
、
時
間
帯
が

あ
る
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
状
況
な
ど
に
よ
り
、
利
用
変
更

の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
開
始
時
期　

　
6
月
1
日
か
ら
順
次
開
始
し
て
い

ま
す
。

■�

芝
山
町
お
よ
び
近
隣
地
域
協
力

　
機
関
（
6
月
15
日
時
点
）

・
芝
山
町
役
場

・
芝
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

・
第
２
パ
レ
ッ
ト

・
介
護
老
人
保
健
施
設
二
川
苑

・
さ
ん
ネ
ッ
ト

※ 
前
記
以
外
に
も
協
力
機
関
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

福祉
み
ん
な
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

ホ
ッ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
ま
す

　
皆
さ
ん
が
気
軽
に
一
息
つ
け
る
居
場
所
を
増
や
し
、
シ
ェ
ア
し
合
え
る

地
域
づ
く
り
を
目
的
に
、
ホ
ッ
と
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
開
始
し
ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
ン
ク 

☎
０
４
７
５
‐
77
‐
7
５
３
１

問

入札結果 　 総務課 契約管財係 ☎ 77‐3907問
入札

開　札 
年月日

入札
手法

工事（業務委託・物品）
の名称

工事（業務委託・ 
物品納入）の箇所 落札価格(円) 請負額(円) 契約の

相手方

４月27日

指
名
競
争
入
札

芝山町大規模盛土造
成地第二次スクリー
ニング計画策定業務
委託

芝山町内大規模盛
土造成地41箇所

4,100,000
（税抜） 4,510,000

玉野総合
コンサルタント

㈱

５月13日

制
限
付
一
般
競
争
入
札

消防ポンプ自動車
（CD-I型）購入

芝山町	
総務課自治振興係

30,056,800
（税込） 30,056,800 日本機械工業

㈱

小型動力ポンプ付積
載車（水槽付）購入

芝山町	
総務課自治振興係

20,264,300
（税込） 20,264,300 日本機械工業

㈱

芝山町役場南庁舎外
14施設　機械警備
業務委託

芝山町役場南庁舎
外14施設

15,300,000
（税抜） 16,830,000 ㈱全日警

　２歳は、乳幼児から幼児への
移行期で基本的な生活習慣を身
につける大切な時期です。幼児
期に向けての大切な健診なので
必ず受診して下さい。

■対象者
　令和元年８～11月生まれ
■開催日
　７月11日㈪
■�時間　案内通知のとおり
　 （混雑緩和のため受付時間を

分けて案内しています）
■会場　保健センター
■�内容　身体計測、歯科診察、

育児・栄養・歯科相談、フッ
素塗布（希望者）

２歳児歯科健康診査
保健センター　☎ 77-1891問

①
ス
テ
ッ
カ
ー

②のぼり旗

③ベンチ
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